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計画 
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30.4.12 議会活性化特別委員会を開催し、次のとおり計画を決定 

誰が：議会が 

いつ：平成30年中に 

どこで：－ 

何を：加賀市議会基本条例を 

なぜ（何のために）：平成29年度に実施した議会基本条例の検証結果に基

づき 

どうする：改善する(改正する) 

手順・ 

経過 

Process 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.3.23 

 

 

 

 

 

30.4.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議会運営委員会を開催し、議会基本条例の検証結果に対する今後の対応を

協議し、次のとおり決定。 

<協議結果> 

・検証結果の議会基本条例の見直しについては、検証と同様に議会活性化

特別委員会（以下「委員会」）において条例改正案の検討を行い、議会運

営委員会で最終確認を行う。 

委員会を開催し、次のとおり決定。 

・条例改正案を検討し、とりまとめた。今後、議会運営委員会に報告し、 

議題として取り上げる予定。 

<委員会で決定した改正案> 

① 夜間・休日議会の開催について（第６条） 

削除する。 

〔理由〕開かれた議会の推進のため、これまで日曜議会等に取り組んで

きたが、その効果（傍聴者数）は低い。よって、条例に明記して取り組

む必要性は低いことから、本条を削除すべき。 

② 議員研修の充実強化について（第１５条） 

次のとおり改める。 

 

 

議会基本条例の改善 



手順・ 

経過 

Process 

（続き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.4.20 

30.6.19 

（議員研修の充実強化） 

第15条 議会は、議員の政策立案及び提案能力の向上等を図るとともに、

この条例の趣旨を議員に浸透させるため、議員研修を実施し、内容の充

実強化に努めるものとする。 

〔理由〕前回検証時に、条例上の研修会は実施が難しいとの意見が出され

ており、平成27年に実施してみたものの、「専門家と市民を交えた研修」

は困難で継続しなかった。よって、「専門家と市民を交えた研修」かつ「年

1回以上」は実施困難と判断し、本条第2項を削除すべき。 

③ 議会の災害時対応について（新規追加） 

  次の条文を新たに追加する。 

  （災害時の対応） 

第4条 議会は、災害が発生したときは、議会機能を的確に維持するため、

迅速かつ適切に対応するものとする。 

２ 災害時の対応に関し必要な事項は、別に定める。 

〔理由〕近年、各市で議会の災害対応を盛り込んだ議会基本条例が制定

されている。加賀市議会でも、災害対策支援本部設置要綱や議員の災害

対応行動マニュアルを策定していることから、その理念を条例に追加す

べき。 

議会運営委員会に条例改正案を提示し、了承を得た。 

平成30年第２回６月定例会に、議会議案として、「加賀市議会基本条例の一 

部改正について」を提出し、可決された。 

実行 

Do 

 

30.6.19 

 

加賀市議会基本条例の一部を改正する条例が公布、施行された。 

 

検証 

Check 

 

－ － 

改善 

Action 

 

－ － 

 


